
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

令和３年３月１６日

第１０回中国地方の防災に関する連絡会 資料 資料－３(１)

令和２年度 各専門部会の取組報告

「連携訓練専門部会」
「緊急輸送専門部会」
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１．第７回連携訓練専門部会の取組(１／３)

【令和元年度】 発災後９時間（津波警報解除）から７２時間までを対象に連携手順書(案)を作成し、
連携訓練を実施した。

【令和 ２年度】 発災直後から７２時間までの内容を整理した連携手順書(案)を作成し、連携確認会
議で認識共有を図った。

９つの活動毎に連携手順書(案)を作成し、関係機関の連携手順について認識共有を図る。

■令和元年度・令和２年度の取り組み

■目的

大規模災害に備え、中国地方の国と自治体、防災関係機関等が、情報伝達等の防災訓練を通じ相
互の連携体制の検証や広域連携体制の強化を図る。
■所掌事務
・災害時における各機関の情報伝達、連携強化のための訓練の検討
・防災拠点のネットワーク形成のための訓練の検討
・道路啓開、航路啓開のオペレーション計画の検証等のための訓練の検討
・その他、必要となる事項

医療

災害発生時に、「各機関内で実施する災害対応業務」と、「災害対応の進行に伴い行う各機関相互
の情報伝達、連携内容」について、相互理解の向上を図り、円滑な災害対応の実施に繋げる。

救助救出 広域避難 道路啓開
緊急物資
輸送

燃料油
確保

電力
復旧

ガス
復旧

通信
復旧
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１．第７回連携訓練専門部会の取組(２／３)

●令和２年度の連携確認会議では、 連携手順書(案)に沿って、各活動内容を確認しながら現状の連
携体制に関して認識共有を図るとともに、円滑な災害対応の実施に向けた意見交換を実施した。

連携確認会議の開催状況

【参加者からの主な意見】

●海上自衛隊呉地方総監部より
自衛隊の進出に必要な被災情報については、自機関でも情報収集は行うが、他
機関からも情報提供をお願いしたい。
●中国四国防衛局より
自治体機能が麻痺した際に、様々な支援が出来るので日頃から災害対応を連携
させてほしい。
●中国旅客船協会より
道路啓開は検討されたが、航路啓開も関係機関が連携しなければならない重要
な項目であり引き続き検討をしていただきたい。

【医療】 島根県防災部（WEB参加）

【救助救出】
広島県危機管理監

【燃料油確保】
中国産業経済局

■連携確認会議の開催（令和３年２月１７日）

連携手順書＜緊急物資輸送＞

連携手順書＜緊急物資輸送＞

インフラ

県 市町村
中国四国管区

警察局
陸上自衛隊

（第十三旅団）
中国経済産業局

中国四国
農政局

中国運輸局 大阪航空局
西日本
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連携手順書(案)例（緊急物資輸送））

（専門部会には、４７機関が出席(Web参加含む)
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【広域避難】【緊急物資輸送】
中国運輸局

【ライフライン復旧（通信）】
中国総合通信局



１．第７回連携訓練専門部会の取組(３／３)

■９つの活動と関係機関の対応表
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２．第５回緊急輸送専門部会の取組（１／５）

◆第５回緊急輸送専門部会の概要
⽇ 時 ︓ 令和3年2⽉17⽇（⽔）16時00分〜17時00分
場 所 ︓ 中国地⽅整備局 建政部 ３Ｆ会議室
出席者 ︓ 部会構成メンバー18機関 31名（Web参加21名、対⾯10名）

交通事業者
交通・物流団体

西日本旅客鉄道株式会社、中国バス協会、中国トラック協会、
中国旅客船協会連合会、中国地方倉庫協会連合会

地方自治体 広島県、鳥取県、島根県、岡山県、山口県、広島市、岡山市

国の機関
中国管区警察局、中国経済産業局、第六管区海上保安本部、
中国地方整備局、中国運輸局

緊急輸送専門部会部会員の機関名

◆目的

広域かつ⼤規模な災害発⽣時における物流と⼈流の円滑な緊急輸送のあり⽅を検討する。
専門部会全体の様子

◆関係機関の災害に関する情報等

⾃動運転の実現に向けた動向と総務省の取組
（中国総合通信局）

地震情報の利⽤について
（広島地⽅気象台）

【参加者からの意見】

●旅客船協会より

➢「海の駅と小型船舶を使用した緊急時支援物資輸送実証実
験（物資輸送）」については非常に有意義。

➢一方で小型の舟艇での対応には限りがあり、旅客船（フェリー
を含む）にて緊急輸送するというようなケースも想定される。

➢しかしながら旅客船定期航路を運航している旅客船（フェリー
を含む）は、予備船が少ないという現状から、災害時に迅速な緊
急輸送に応じるというのは難しい状況。

➢小型の舟艇のみならず、旅客船定期航路に就航していない
「旅客船（フェリーを含む）」についても捕捉、海上輸送資源を総
動員できるような体制の構築が必要。

◆災害時における緊急輸送のあり方（意見交換）・・・次頁以降取組①～③
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２．第５回緊急輸送専門部会の取組①-１（２／５）

２．物資調達・輸送調整等⽀援システム

１．中国運輸局の物資⽀援体制の強化

内閣府において、効果的かつ効率的な物資支援を行うた

め物資拠点や避難所までの物資供給情報を政府や自治体
が一体となって管理共有できるように「物資支援システム」を
開発し、令和２年度より運用開始。

平成３０年７月豪雨災害の物資支援の経験により貨物課との連携が不可

欠との認識から、環境・物流課と貨物課職員で構成される「中国運輸局緊急
物資輸送チーム」を編成し、昨年度より運用開始。今年度もチームメンバーに
よる定例会を開催し、物資支援の概要、役割、使命、その他関係情報を共有
し、メンバー職員で物資支援担当者としての責務を確認。

令和２年度の取り組み
中国運輸局では平成３０年７⽉豪⾬を受けて物資⽀援関係者間で災害物流の取組を強化し、
円滑な緊急物資輸送のための事務を進めているところ。

・緊急輸送専⾨部会の中で取組内容を確認し、情報共有
を図った。
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２．第５回緊急輸送専門部会の取組①-２（３／５）
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２．第５回緊急輸送専門部会の取組②（４／５）

①海上保安庁第六管区海上保安本部 ②厚⽣労働省広島検疫所 ③法務省広島出⼊国在留管理局 ④国⼟交通
省中国地⽅整備局港湾空港部 ⑤財務省神⼾税関広島税関⽀署（⽋席）⑥気象庁広島地⽅気象台 ⑦総務省中
国総合通信局 ⑧広島県危機管理課 ⑨広島市危機管理室危機管理課（⽋席）
⑩国⼟交通省中国運輸局

１．参加者（国地⽅出先８機関、広島県、広島市）

・⼤規模な海上災害（クルーズ船事故等）時
の対応について

２．⽬ 的

①クルーズ船事故に関する整理について
②緊急連絡先名簿の共有
③各機関等の役割分担

３．議 題

①訓練（伝達、机上、実動）の実施検討について
②連絡先フロー図の作成について
（既存の海上災害時の連絡表と整理、関係団体の追
加）
③旅客輸送等について
（中防連での報告及び今後の検討）

４．今後の取り進めについて

⼤規模な海上災害（クルーズ船事故等）

・海上事故に関して被災旅客輸送等が発⽣する可能性も
あることから、緊急輸送専⾨部会で取組内容を紹介し、
情報共有を図った。

第１回⼤規模な海上災害（クルーズ船事故等）打合せ会（令和２年12⽉23⽇開催）
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２．第５回緊急輸送専門部会の取組③（５／５）

【現状】

・桟橋等の管理者は国、県、市町村で様々であるが、近年は、利用が制限
されていた防災桟橋等を一般に開放する動き。
・レンタル・チャーターボートの普及等による小型船舶の利用機会の拡大。

【現状】
・平成30年7月豪雨（西日本豪雨）の際には､陸路が寸断された地
域や離島において、小型船舶による人員・物資輸送が効果を発揮。

・地方自治体と民間組織の間で災害時の小型船舶による物資輸送
等に関し協定を締結する動き。

第３期海洋基本計画（平成30年5月閣議決定）

観光ビジョン実現プログラム2019（平成元年6月閣議決定）

国土強靱化基本計画（平成30年12月閣議決定）

・平常時の「海の駅・桟橋等」の活用による小型船舶の利用範囲拡大
・災害時の小型船舶を利用した防災体制の構築及び災害対応

・桟橋等の位置、利⽤条件といった情報が⼀元的かつ継続的に把握、整理されていない。
・⼩型船舶オーナーに協⼒を求めるにあたってのマニュアル策定や協⼒・連絡体制の構築等がなされていない。

ステップ①【実態調査等（モデル地区）】

ステップ②【体制・マニュアル策定（モデル地区）】

１）海の駅桟橋と⼩型船舶を使⽤した緊急時⽀援物資輸送実証実験
令和２年９⽉９⽇、九州産業⼤学と連携し、たけはら海の駅（広島県⽵原
市）〜かみじまちょう・ゆげ海の駅（愛媛県越智郡上島町）の区間で「海
の駅と⼩型船舶を使⽤した緊急時⽀援物資輸送実証実験」を実施。その有
⽤性や難易度、課題等を検証。
２）海の駅桟橋の調査・研究
中国地⽅の海の駅桟橋を対象に、⾃治体ほか関係者(海の駅運営者・海の駅
ネットワーク等)、関連⽂献等からの情報収集及び必要な現地調査等を実施
し、災害時における海の駅桟橋の現実的な利⽤の可能性を検証。

令和2年度中国運輸局実施概要

課 題

〇「海の駅」を拠点とした海洋観光及び海洋性レクリエーションの普及促進

〇「マリンチック街道」の整備等、「海の駅」利用の活性化に向けた取組の実施

・利⽤可能な桟橋等の調査
・管理者（⾃治体等）との桟橋等利活⽤に向けた調整

〇災害時の船舶等を活用した支援の実施や啓開・復旧・輸送等にかかる
施設管理者、民間事業者等の間の情報共有及び連携体制強化

・⼩型船舶オーナー等との協⼒・連絡体制構築
・災害時輸送マニュアルの検討及び策定

・防災訓練の実施 ・モデル地区の拡充
・マニュアルのアップデート

ステップ③【体制・マニュアルの拡充】

事 業

背景及び目的
海の駅・防災桟橋等の活⽤による⾈艇利⽤促進事業について

・緊急輸送専⾨部会の中で取組内容を紹介。（意⾒あり）
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